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１ 県の取組内容と関係団体の皆様へのお願いについて

（１）社会保険労務士の派遣【R8年度新規】
一般事業主行動計画の策定に意欲はあるものの

「取組方法が分からない」「課題分析が難しい」等
の課題を抱える企業に対し、両立支援に向けた主体
的な取組を後押しするため、無料で社会保険労務士
を派遣（委託先︓県社会保険労務士会）。

 支援内容︓社会保険労務士が対象企業を訪問し、
現状把握、課題分析、行動計画策定のフォロー
アップ支援を実施（１か所あたり２回程度）

 実施期間︓R8.6月〜R9.3月下旬
 申込方法︓別添チラシのQRコードから申し込み
 対象企業︓225か所（延べ450回）

（２）県条例の整備の検討
県としての明確な姿勢を示し、両立支援の取組の

底上げを図るため、行動計画の策定義務の対象とな
る企業等の範囲について、次世代育成支援対策推進
法（従業員101人以上）よりも拡大するための条例
整備を検討中。
現在、条例整備の方向性についてパブリックコメ

ントを実施中のため、出席団体の皆様には、積極的
なご意見の提出をお願いしたい。

 実施期間︓R8.５月中旬〜６月末
 実施内容︓条例整備の必要性、企業等の対象範囲
について

※詳細は、県HPをご覧ください。

⑶ 情報交換 イ 女性活躍・仕事と子育ての両立支援の更なる推進について

（３）プレコン関する普及啓発
• プレコンセプションケア（プレコン）は、妊
娠・出産を含めたライフデザインや将来の健康
を考えて健康管理を行う取組であり、企業にも
離職防止につながるなどのメリットあり。

• 一方で、取組を実施している企業は少なく、中
小企業においては認知度も低い状況。

• 両立支援を一層推進するため、企業においては、
従業員一人ひとりがライフイベント（妊娠・出
産、不妊治療、更年期等）を見据えた働き方を
選択できる環境づくりの一環として、「プレコ
ンサポーター養成講座」の積極的な受講をお願
いしたい。

• なお、国においても、プレコンは、性別や妊
娠・出産の意向に関わらず、将来の自分のため
に、自分の身体について正しく知るための取組
として推進されているもの。

出所︓こども家庭庁資料

 プレコンサポーター
養成講座

資料10
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２ 一般事業主行動計画について

（４）策定・届出・公表等の義務
従業員101人以上の企業等には、行動計画の策定

や県労働局への届出とともに、一般への公表、従業
員への周知が義務付けられているもの（100人以下
の企業等では努力義務）。

（１）一般事業主行動計画の概要
次世代育成支援対策推進法に基づき、常時雇用す

る労働者（従業員）101人以上の一般事業主（企業
等）に策定が義務付けられている次世代育成支援対
策に関する計画のこと。
（２）根拠法の概要
次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う

子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の
形成に資することを目的に、国、地方公共団体、企
業等、国民の責務を明らかにするとともに、行動計
画の策定等について定めているもの。
（３）行動計画の内容
企業等は、労働者の仕事と子育ての両立を図るた

めの雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者
も含めた多様な労働条件の整備等に取り組むにあ
たって、次の内容を定めるもの。
① 計画期間（おおむね２年間から５年間）
② 目標（育児休業の取得率向上、時間外・休日労働時

間の縮小、子を持つ社員を対象とする短時間勤務制
度の拡充など）

③ 目標を達成するための対策の内容と実施期間

３ 企業における行動計画策定等の現状と課題

（１）現状
• 行動計画策定届の提出企業数︓1,163社（うち、
従業員数101人以上の企業等︓442社（届出率
100％）、100人以下の企業等︓721社）

• 策定等が「努力義務」の従業員100人以下の県
内企業等では、策定届出率がおよそ２％未満
（推計）と低調。

• 中小企業等では、制度整備へのノウハウやリ
ソースの不足により、計画策定を進めるため専
門家による策定支援が必要との声もあり。

（２）課題
• 従業員が子育てしながら安心して働き続けられ
るよう、行動計画の策定促進等、企業における
両立支援に向けた主体的な取組の後押しが必要。

• 地域社会全体で仕事と子育ての両立支援が当た
り前に保障される社会づくりに向けた意識醸成
を図るとともに、県としての明確な姿勢を示す
必要。
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7213371051,163337105

一般事業主
行動計画策
定届出提出
企業数

 県内における届出及び認定状況（R7.9月末時点） （単位︓社）

厚生労働省ウェブサイト「都道府県別一般事業主行動計画策定届の届出及び認定状況」
より作成


